
   

 

鳥取市では、全てのこどもの育ちを応援し、全ての家庭に対し、働き方やライ

フスタイルにかかわらない形で支援をするため、こども誰でも通園制度の試行的

事業を実施します。 
 

 実施期間  令和６年７月１日（月）～令和７年３月３１日（月） 

 

 対  象  鳥取市に住民票があり、保育所等を利用していない 

生後６か月から満３歳未満のこども 

 

 実施施設  公立保育園３園（園紹介は、うら面の QR コードから） 

（①富桑保育園、②美和保育園、③湖南保育園） 

 
 利用時間  平日９時～１６時（月１０時間を上限） 
 

 利用料   こども一人あたり１時間３００円 
 

 利用申込  令和６年６月３日（月）から随時 

とっとり電子申請サービスで受け付けます。 

 

 利用の流れ うら面をご覧ください 
                             

 

 

 ＜鳥取市公式ホームページはこちら＞ 

 

＜申込フォーム＞ 

 



 利用の流れ 

 実施園の紹介 
   富桑保育園              美和保育園            湖南保育園 

（22-6209）             （53-2645）                （57-0116） 

【この事業に関する問い合わせ先】 

 鳥取市役所 幼児保育課（駅南庁舎１階４番窓口）0857-30-8236（課代表） 

 


